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お寄せください

家庭用防犯カメラの設置費用の一部を補助

計画への をご意見 記事ID  0002267

記事ID  0108046

市ホームページ▶

きょうじん

●担当課　管理課
●募集期間　4月16日（木）～5月15日（金）
●資料閲覧場所　管理課窓口、各まちづくり推進
　センター、市立図書館、とす市民活動センター
●提出方法　任意の様式に住所、氏名を記入し、
　持参、郵送、ファクス、メールのいずれかで管理課
　（☎0942-85-3537 FAX0942-81-3105 メー
　ル kanri@city.tosu.lg.jp）へ

●対象　市内に住民登録があり、その住所に居住する人
●補助対象経費
　・家庭用防犯カメラ、画像記録装置、通信ケーブル
　 の購入に要する費用（屋外を継続して撮影するも
　 ので未使用のもの）
　・家庭用防犯カメラなどの機器の設置工事に要す

　 る費用（自宅の外壁や屋外の工作物などに固定す
　 る方法で設置するもの）
　・防犯カメラを設置している旨の表示に要する費用
　 （『防犯カメラ作動中』など）
●補助額　補助対象経費の２分の１（上限１万円、１００
　円未満切り捨て）※１世帯につき１回限り

鳥栖市水道事業経営戦略（案）

問い合わせ　総務課　☎0942-85-3506

◆水道施設の老朽化対策や災害への備えは十分？
♦水道事業の経営は今のままで大丈夫？

　未来につなげる鳥栖市の水道を基本理念として、安全
で強靭な水道事業を持続していくことを目指します

　市は、市内の住宅（屋外）に新設する家庭用防犯カメラに対し、設置費用の一部を補助します。

（パブリックコメント）
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　令和８年６月１日（月）を調査期日として『令和８年経済セ
ンサス－活動調査』を実施します。この調査は、経済活動の
実態を把握するため、全国の事業所・企業を対象とした調
査です。
　４月から５月にかけて国から調査票が郵送されますの
で、インターネットでの回答をお願いします（複数の支所を
持つ企業には、本社に郵送されます）。インターネットでの
回答がなかった場合や、新しい事業
所などで調査票が届かなかった場
合は、５月下旬頃に調査員が訪問し
て調査票を配布しますので、回答へ
のご協力をお願いします。
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